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弘建指収第    号 
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         様 

 

弘前市長             印 

 

平成３０年度弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金交付決定通知書 

 

 平成  年  月  日付けで申請のあった標記補助金については、弘前市補助金等交付規則第４条第１

項の規定に基づき交付することに決定したので、同規則第６条の規定により、下記のとおり通知します。 

 

記 

   

 

担当：建設部建築指導課  電話：４０－０５２２ 

１ 交付決定額               円 

２ 補助事業の区分 
□空き地の購入  □空き家の購入  □空き家の賃借  

□空き家の解体  □動産の処分 

３ 補助事業者の区分 □一般枠  □子育て枠 □市内在住者  □移住者 

４ 交付の条件 

(1) 補助対象経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合（軽微な変更である場合を除

く。）は、あらかじめ平成３０年度弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金事業変更承

認申請書（様式第４号）を市長に提出して、その承認を受けること。ただし、補助金交付

申請額を増額することはできない。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、あらかじめ平成３０年度弘前市空き家・空

き地利活用事業費補助金事業中止（廃止）承認申請書（様式第５号）を市長に提出して、

その承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合

は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。 

(4) 補助事業により購入し、又は賃借した補助対象物件（空き地を購入した場合にあって

は、その土地に新築する住宅）に３年以上居住することを誓約し、その誓約を遵守するこ

と。ただし、補助対象物件を解体し、又は補助対象物件に存在する動産を処分する場合を

除く。 

(5) 補助事業に伴う売買契約、賃貸借契約及び工事請負契約は、平成３１年３月１５日ま

でに成立していること。 

(6) 補助事業により空き地を購入し、及びその土地に住宅を新築する場合は、補助事業が

完了した日から1年以内に住宅を新築し、及び居住すること。 

(7) 補助事業により空き家を購入した場合は、補助事業が完了した日から６か月以内に居

住すること。 

(8) 補助事業を行うために空き地への新築、空き家の解体又は動産の処分を行う場合は、

市内業者（市内に本店を有するものに限る。）に発注すること。 

５ その他 

(1)  補助事業者は、平成３０年度弘前市空き家・空き地利活用事業費補助金事業完了（廃

止）実績報告書（様式第８号）に必要書類を添付して、平成３１年３月１５日までに市長

に提出してください。 

(2)  補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の費用の収支の内容を証する書類並びに

補助事業の実績を証する書類を整備し、平成３６年３月３１日まで保管してください。 


